
議案 第 １ ５ 号  

東 京 都 板 橋 区 立 図 書 館 の 管 理 運 営 に 関 す る 令 和 ４ 年 度

協定 の締 結 並び に令 和４ 年 度事 業計 画の 承 認に つい て  

 上 記 の 議 案 を 提出 する 。  

  令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日  

      提 出 者  板 橋 区 教 育 委 員会 教 育長  中 川  修 一  

 

東 京 都板 橋 区 立 図 書 館の 管 理 運 営 に 関す る 令 和 ４ 年 度協

定の 締結 並 びに 令和 ４ 年 度 事業 計画 の承 認 につ いて  

 

東 京 都 板 橋 区 立 図 書 館 の 管 理 運 営 に 関 す る 令 和 ４ 年 度 協 定

の締 結並 び に令 和４ 年度 事 業計 画の 承認 に つい て  

（ １ ） 令 和 ４ 年 度 東 京 都 板 橋 区 立 図 書 館 （ 赤 塚 ・ 高 島 平 ・ 成

増図 書館 ） の管 理 運 営に 関 する 年度 協定 書 （案 ）     

（２ ）令和 ４ 年度 東京 都板 橋 区立 図書 館（ 清 水・蓮 根・西 台 ・

志村 図書 館 ）の 管理 運営 に 関す る年 度協 定 書（ 案）      

（ ３ ） 令 和 ４ 年 度 東 京 都 板 橋 区 立 図 書 館 （ 氷 川 ・ 東 板 橋 ・ 小

茂根 図書 館 ）の 管理 運営 に 関す る年 度協 定 書（ 案）  

（ ４ ） 令 和 ４ 年 度 板 橋 区 立 図 書 館 （ 赤 塚 ・ 高 島 平 ・ 成 増 図 書

館） 事業 計 画概 要及 び事 業 計画 書  

（ ５ ） 令 和 ４ 年 度 板 橋 区 立 図 書 館 （ 清 水 ・ 蓮 根 ・ 西 台 ・ 志 村

図書 館） 事 業計 画概 要及 び 事業 計画 書  

（ ６ ） 令 和 ４ 年 度 板 橋 区 立 図 書 館 （ 氷 川 ・ 東 板 橋 ・ 小 茂 根 図

書館 ）事 業 計画 概要 及び 事 業計 画書  

（提 案理 由 ）  

 東 京 都 板 橋 区 立 図 書 館 の 令 和 ４ 年 度 業 務 実 施 に あ た り 、 令

和 ４ 年 度 協 定 を 締 結 し 、 指 定 管 理 業 務 の 事 業 計 画 を 承 認 し 決

定す る必 要 があ る 。  



東京都板橋区立図書館の管理業務に関する令和４年度協定の主な見直し概要

中央図書館

年度協定

１ ３社共通の変更

・第５条第１項及び第７項 金額の変更

・第５条第４項

還元方法を選択した場合の還付に関する文言の変更

・第 11条 事業協力に関する文言の変更

  いたばし国際絵本翻訳大賞表彰式を削除

  ・その他

    年度の変更

期間の変更

２ 赤塚・高島平・成増図書館の変更

  ・第 16 条 成増図書館に関する特記事項の変更

    第 2項 成増図書館併設の成増アートギャラリーに関する業務に修繕工事を追加

３ 氷川・東板橋・小茂根図書館の変更

  ・第 14 条 東板橋図書館に関する特記事項の変更

    第３項 休館中の業務に関する規定を追加

管理運営業務仕様書（３社共通・年度協定別紙１）

前文

  指定管理図書館についての記述を追加

第１章 総則

１ 指定管理者が実現すべき基本理念

（１）図書館サービスの維持向上【Ｐ１】

    電子書籍・音楽配信サービスの導入についての記述を追加

   （４）学校・家庭と連携する図書館【Ｐ２】

      板橋区子ども読書活動推進計画２０２５についての記述に変更

      板橋区子ども読書活動推進計画２０２５の計画年を初年度から２年目に変更

    （５）地域のコミュニティ形成を支援する図書館【Ｐ３】

      区制施行 90周年についての記述を追加

第２章 指定管理者の業務

  ２ 管理運営業務

   （１）管理運営業務の範囲

      ②図書館利用者窓口業務【Ｐ６】

     （エ）音楽配信サービスの利用についての記述を追加

      ⑯小学生向け絵本づくりワークショップの実施【Ｐ１０】

      （ア）いたばしボローニャ絵本館が実施する研修の受講についての記述を削除

      ⑲団体貸出【Ｐ１１】

      （ウ）いたばしボローニャ絵本館資料の貸出についての記述を削除
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      ㉔視聴覚室の利用受付等【Ｐ１２】

（エ）ＧＩＧＡスクールについての記述を変更

５ 庶務事務

   （６）館長会、担当者会への出席【Ｐ２２】

      新中央図書館についての会議の記述を削除

  ８ 経費に関する事項

   （１）指定管理料

      ④還元方法についての記述を変更【Ｐ２６】

      ⑫図書館併設の電気料の支払いについて【Ｐ２６】

成増アートギャラリーに関する業務に修繕工事を追加

第４章 その他の特記事項

  ３ 防火管理者選任及び消防計画作成【Ｐ３０】

消防計画の写しを中央図書館に提出する旨の記述を追加

10 区立小中学校へ通う児童・生徒の放課後の学習支援について【Ｐ３４】

ＧＩＧＡスクールについての記述を変更

東板橋図書館施設維持改修工事に伴う休館中の管理業務について（ナカバヤシ・年度協定

別紙２）

東板橋図書館の休館中の業務に関する規定を追加
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令和 4年度東京都板橋区立図書館（赤塚・高島平・成増図書館）の

管理運営に関する年度協定書（案）

東京都板橋区教育委員会（以下「甲」という。）と株式会社図書館流通センタ

ー（以下「乙」という。）は、東京都板橋区立赤塚図書館、高島平図書館及び成

増図書館の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について締結し

た、東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定」と

いう。）第 4条第 1項に基づき、当該事業年度における協定書（以下「年度協定」

という。）を締結する。

（目的）

第 1 条 本協定は、令和 4 年度の管理業務に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。

（年度協定の期間）

第 2 条 本協定の期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとす

る。

（管理業務）

第 3 条 乙は、基本協定第 5 条各号に掲げる管理業務を、板橋区立図書館関係

法令、要綱、要領及び「板橋区立図書館窓口マニュアル」並びに「令和 4年度

東京都板橋区立図書館管理運営業務仕様書」（別紙 1）等に従い行うものとす

る。

（事業計画書等）

第 4条 乙は、基本協定第 20 条第 2項各号に掲げる事項を明記した事業計画書

を提出し、甲の承認を得なければならない。

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認め

るときは、乙に対してその変更を指示することができる。

３ 乙は、第 1 項の規定により提出した事業計画書の内容について、甲の承認

を得て変更ができるものとする。

４ 乙は、管理業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにする

ため、決算が確定した時点で速やかに決算報告書を甲に提出しなければなら

ない。
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（管理業務経費）

第 5条 基本協定第 10条に規定する管理業務に要する経費（以下「管理業務経

費」という。）は、金 272,565,276 円 (うち消費税相当分 金 24,778,661 円) 

とし、内訳は次のとおりとする。

(1) 管理運営経費（小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費

221,100 円を含む）

金 256,993,151 円

(2) 特色ある図書館づくりの資料購入費

金 1,086,171 円

(3) 逐次刊行物・視聴覚資料・紙芝居等の資料購入費

金 11,102,759 円

(4) 地域連携経費

金 282,857 円

(5) 修繕・工事費

金 2,687,838 円

(6) 備品購入費

金 412,500 円

２ 基本協定第 10 条第 4 項に定める利益等の率については、管理運営経費の

0000％と定める。なお、利益等は管理運営経費に含むものとする。

３ 基本協定第 11条第 2項に定める還元方法については、現金による還付を原

則とする。

４ 前項の規定に関わらず、乙は、甲が必要と認める場合には、利用者の安全性

及び快適性、施設利用率の向上等を踏まえ、次の各号に掲げる中から１つある

いは複数の方法を選択し、甲乙協議のうえ決定し、当該方法を実施することに

よって、前項の規定による現金による還付をしないことができる。ただし、当

該方法を実施した場合であっても、なお基本協定第 11条に規定する還付すべ

き利益等が存する場合は、乙は甲に当該利益等を還付しなければならない。

(1) 施設の安全性につながる修繕及び工事

(2) 施設利用者の要望を踏まえた備品の更新

(3) 施設の設置目的の範囲内で区民サービスの向上に資する無料事業の実

施

５ 前項の規定により同項第 1 号に掲げる還元方法を選択した場合の還元額の

総額及び１件当たりの額の上限並びに同項第 2 号に掲げる還元方法を選択し

た場合の還元額の総額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第 1号の還元方法を選択した場合

ア 還元額の総額の上限 第 1項第 5号に定める額

イ 還元額の１件当たりの額の上限 第 9 条第 1 項に定める 1 件当たり

の額
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(2) 前項第 2 号の還元方法を選択した場合の還元額の総額の上限 第 1 項

第 6号に定める額

６ 還元の時期については、乙の株主総会の決算確定後、6 月 30 日までに還元

方法及び内容を確定し、甲の承認を得るとともに、年度事業報告書を提出する

年度内に還元を完了しなければならない。なお、還元方法の確定から半年経過

時に、その時点での還元の執行状況の報告書を提出するものとする。

７ 甲は、乙に対し第 1 項で定めた管理業務経費 272,565,276 円のうち、小学

生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費 221,100 円を除いた

272,344,176 円を 12 月で除し、月額 22,695,348 円 を、当該月の翌月以降に

支払うものとする。また、小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経

費については、事業完了月の翌月以降に支払うものとする。

８ 乙は、前項で定めた金額を当該月の翌月の 15日までに書面により甲に請求

するものとし、甲は乙から提出された請求書及び基本協定第 21条第 2項の報

告書の内容を確認した後、請求書受付日から 30日以内に乙の指定する銀行口

座に振り込むものとする。

９ 乙は、第 1 項で定める管理業務経費のうち、同項第 2 号から第 5 号までの

経費について、年度終了後に清算を行い、余剰金が発生した場合は甲乙確認後、

次年度の 5月 31日までに甲に返還するものとする。

10 基本協定第 9 条で定める実費使用料及び対価の徴収、古紙回収に伴う収入

がある場合は乙の収入として収受させるものとする。

（管理業務経費の変更）

第 6 条 本年度協定締結後に、管理業務経費または第 5 条第１項各号に定める

各費目を変更すべき特別な事情が生じた場合には、金額、請求方法、支払方法、

支払時期について甲乙協議の上、本協定を改定することができる。

（資料購入費）

第 7 条 乙は、甲が支払う第 5 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる資料購入費

で購入する図書館資料については、適正な購入方法により購入しなければな

らない。

２ 前項の資料購入費のうち、甲の承認を得た場合は、資料購入費相互で流用す

ることができる。

（地域連携経費）

第 8 条 乙は、区内の小、中学校その他の施設及び団体への読書活動支援のた

め、甲が支払う第 5 条第 1 項第 4 号に掲げる地域連携経費で、図書館資料等

の団体貸出し及び読書活動推進事業等を行うことができる。
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（修繕・工事費及び備品購入費）

第 9条 乙は、施設維持管理のために 1件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）

以下の修繕工事及び施設設備のオーバーホール等を、甲が支払う第 5 条第 1

項第 5号に掲げる修繕・工事費で行うことができる。ただし、工事費用及び施

工方法等については、甲乙協議の上、円滑な施設維持管理を行うものとする。

２ 1 件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）を超える修繕工事は、甲乙協議

の上、甲が経費を負担し実施するものとする。

３ 乙は、前項に該当する状況が発生した場合には速やかに甲に報告し、甲は現

状調査及び修繕計画等対応するものとする。

４ 乙は、第 1 項及び第 2 項の修繕工事において、その現場に立ち会わなけれ

ばならない。なお、第 2項に規定する修繕工事を行う場合においては、甲は事

前に乙と協議を行い、乙の管理業務に支障のない時期と方法等を可能な限り

選択するものとする。

５ 乙は、基本協定第 25条に定める備品の購入を、甲が支払う第 5条第 1項第

6号に掲げる備品購入費で行うことができる。乙は備品購入後、速やかに甲へ

報告しなければならない。なお、購入した備品の所有権は甲に帰属する。

（統計及び事業報告）

第 10 条 乙は、基本協定第 21 条第 2 項に定める月次事業報告のほか、統計に

ついて報告しなければならない。なお、報告の様式方法等については別途定め

る。

（事業協力）

第 11 条 乙は、基本協定第 44 条に係る事業協力のうち、次に掲げる事業につ

いては、甲と協議の上、当該事業の実施場所において業務担当者等を従事させ

なければならない。

(1) ボローニャブックフェア inいたばし

(2) 小学生向け絵本づくりワークショップ事業

（3） 読書感想文コンクール及び図書館を使った調べる学習コンクール表彰式

（4) その他甲が必要と認める事業

（新型コロナウイルス感染症などの対応について）

第 12条 乙は、新型コロナウイルス感染症などの対応について、甲と連携を図

りながら感染予防や感染拡大防止に取組むこと。また従業員への対応など連

絡体制を構築すること。
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（行政財産目的外使用許可に関する特記事項）

第 13条 第 2条に規定する期間における利用者用複写サービスについては、乙

が甲から使用許可を受け、「東京都板橋区行政財産使用許可書」に従い、維持

管理を行うものとする。

２ 利用者用複写サービスに係る収入及び支出は、管理業務における収入およ

び支出には含めないものとする。

３ 乙は、基本協定第 47条第 1項に規定する、使用許可の毎月の電気使用量等

を、翌月の 10日までに甲に報告しなければならない。

（赤塚図書館に関する特記事項）

第 14条 乙は、赤塚図書館の管理業務に関しては、建物の管理者である板橋区

赤塚支所と円滑な関係を維持し、行うものとする。

２ 乙は、板橋区赤塚支所と鍵の管理運用について協議するものとする。

（高島平図書館に関する特記事項）

第 15条 乙は、高島平図書館の管理業務に関しては、図書館に隣接するイベン

ト広場等の維持管理を行うものとする。

２ 乙は、高島平図書館で実施される「中高生勉強会」については、板橋区生

涯学習課と協議を行うものとする。

（成増図書館に関する特記事項）

第 16条 乙は、成増図書館の管理業務に関しては、甲が別途提示する「アリエ

ス管理規約」を遵守するとともに、アリエス管理組合及びビル管理会社と円滑

な関係を維持し行うものとする。

２ 乙は、成増図書館に併設する成増アートギャラリーの電気料、ガス料及び水

道料の支払並びに清掃業務並びに修繕工事を併せて行うものとする。

（協議事項）

第 17条 本協定に規定するもののほか、乙の業務内容及び処理について疑義が

生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める

ものとする。
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本協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を

保有する。

令和 4年 4月 1日

               甲  東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号

                  東京都板橋区教育委員会

               乙  東京都板文京区大塚三丁目 1番 1号

                  株式会社図書館流通センター

                  代表取締役 細川 博史
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令和 4年度東京都板橋区立図書館（清水・蓮根・西台・志村図書館）の

管理運営に関する年度協定書（案）

東京都板橋区教育委員会（以下「甲」という。）と株式会社ヴィアックス（以

下「乙」という。）は、東京都板橋区立清水図書館、蓮根図書館、西台図書館及

び志村図書館の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について締

結した、東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定」

という。）第 4条第 1項に基づき、当該事業年度における協定書（以下「年度協

定」という。）を締結する。

（目的）

第 1 条 本協定は、令和 4 年度の管理業務に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。

（年度協定の期間）

第 2 条 本協定の期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとす

る。

（管理業務）

第 3 条 乙は、基本協定第 5 条各号に掲げる管理業務を、板橋区立図書館関係

法令、要綱、要領及び「板橋区立図書館窓口マニュアル」並びに「令和 4年度

東京都板橋区立図書館管理運営業務仕様書」（別紙 1）等に従い行うものとす

る。

（事業計画書等）

第 4条 乙は、基本協定第 20 条第 2項各号に掲げる事項を明記した事業計画書

を提出し、甲の承認を得なければならない。

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認め

るときは、乙に対してその変更を指示することができる。

３ 乙は、第 1 項の規定により提出した事業計画書の内容について、甲の承認

を得て変更ができるものとする。

４ 乙は、管理業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにする

ため、決算が確定した時点で速やかに決算報告書を甲に提出しなければなら

ない。

（管理業務経費）

第 5条 基本協定第 10条に規定する管理業務に要する経費（以下「管理業務経
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費」という。）は、金 291,866,937 円 (うち消費税相当分 金 26,533,358 円) 

とし、内訳は次のとおりとする。

(1) 管理運営経費（小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費

379,830 円を含む）

金 276,136,493 円

(2) 特色ある図書館づくりの資料購入費

金 1,448,229 円

(3) 逐次刊行物・視聴覚資料・紙芝居等の資料購入費

金 10,474,066 円

(4) 地域連携経費

金 330,000 円

(5) 修繕・工事費

金 3,142,855 円

(6) 備品購入費

   金 335,294 円

２ 基本協定第 10 条第 4 項に定める利益等の率については、管理運営経費の

0000％と定める。なお、利益等は管理運営経費に含むものとする。

３ 基本協定第 11条第 2項に定める還元方法については、現金による還付を原

則とする。

４ 前項の規定に関わらず、乙は、甲が必要と認める場合には、利用者の安全性

及び快適性、施設利用率の向上等を踏まえ、次の各号に掲げる中から１つある

いは複数の方法を選択し、甲乙協議のうえ決定し、当該方法を実施することに

よって、前項の規定による現金による還付をしないことができる。ただし、当

該方法を実施した場合であっても、なお基本協定第 11条に規定する還付すべ

き利益等が存する場合は、乙は甲に当該利益等を還付しなければならない。

(1) 施設の安全性につながる修繕及び工事

(2) 施設利用者の要望を踏まえた備品の更新

(3) 施設の設置目的の範囲内で区民サービスの向上に資する無料事業の実

施

５ 前項の規定により同項第 1 号に掲げる還元方法を選択した場合の還元額の

総額及び１件当たりの額の上限並びに同項第 2 号に掲げる還元方法を選択し

た場合の還元額の総額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第 1号の還元方法を選択した場合

ア 還元額の総額の上限 第 1項第 5号に定める額

イ 還元額の１件当たりの額の上限 第 9 条第 1 項に定める 1 件当たり

の額

(2) 前項第 2 号の還元方法を選択した場合の還元額の総額の上限 第 1 項

第 6号に定める額
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６ 還元の時期については、乙の株主総会の決算確定後、6 月 30 日までに還元

方法及び内容を確定し、甲の承認を得るとともに、年度事業報告書を提出する

年度内に還元を完了しなければならない。なお、還元方法の確定から半年経過

時に、その時点での還元の執行状況の報告書を提出するものとする。

７ 甲は、乙に対し第 1 項で定めた管理業務経費 291,866,937 円のうち、小学

生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費 379,830 円を除いた

291,487,107 円を 12 月で除し、月額 24,290,592 円 を、当該月の翌月以降に

支払うものとし、年度の最終月の翌月以降に端数調整をした 24,290,595 円を

支払うものとする。また、小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経

費については、事業完了月の翌月以降に支払うものとする。

８ 乙は、前項で定めた金額を当該月の翌月の 15日までに書面により甲に請求

するものとし、甲は乙から提出された請求書及び基本協定第 21条第 2項の報

告書の内容を確認した後、請求書受付日から 30日以内に乙の指定する銀行口

座に振り込むものとする。

９ 乙は、第 1 項で定める管理業務経費のうち、同項第 2 号から第 5 号までの

経費について、年度終了後に清算を行い、余剰金が発生した場合は甲乙確認後、

次年度の 5月 31日までに甲に返還するものとする。

10 基本協定第 9 条で定める実費使用料及び対価の徴収、古紙回収に伴う収入

がある場合は乙の収入として収受させるものとする。

（管理業務経費の変更）

第 6 条 本年度協定締結後に、管理業務経費または第 5 条第 1 項各号に定める

各費目を変更すべき特別な事情が生じた場合には、金額、請求方法、支払方法、

支払時期について甲乙協議の上、本協定を改定することができる。

（資料購入費）

第 7 条 乙は、甲が支払う第 5 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる資料購入費

で購入する図書館資料については、適正な購入方法により購入しなければな

らない。

２ 前項の資料購入費のうち、甲の承認を得た場合は、資料購入費相互で流用す

ることができる。

（地域連携経費）

第 8 条 乙は、区内の小、中学校その他の施設及び団体への読書活動支援のた

め、甲が支払う第 5 条第 1 項第 4 号に掲げる地域連携経費で、図書館資料等

の団体貸出し及び読書活動推進事業等を行うことができる。

（修繕・工事費及び備品購入費）
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第 9条 乙は、施設維持管理のために 1件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）

以下の修繕工事及び施設設備のオーバーホール等を、甲が支払う第 5 条第 1

項第 5号に掲げる修繕・工事費で行うことができる。ただし、工事費用及び施

工方法等については、甲乙協議の上、円滑な施設維持管理を行うものとする。

２ 1 件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）を超える修繕工事は、甲乙協議

の上、甲が経費を負担し実施するものとする。

３ 乙は、前項に該当する状況が発生した場合には速やかに甲に報告し、甲は現

状調査及び修繕計画等対応するものとする。

４ 乙は、第 1 項及び第 2 項の修繕工事において、その現場に立ち会わなけれ

ばならない。なお、第 2項に規定する修繕工事を行う場合においては、甲は事

前に乙と協議を行い、乙の管理業務に支障のない時期と方法等を可能な限り

選択するものとする。

５ 乙は、基本協定第 25条に定める備品の購入を、甲が支払う第 5条第 1項第

6号に掲げる備品購入費で行うことができる。乙は備品購入後、速やかに甲へ

報告しなければならない。なお、購入した備品の所有権は甲に帰属する。

（統計及び事業報告）

第 10 条 乙は、基本協定第 21 条第 2 項に定める月次事業報告のほか、統計に

ついて報告しなければならない。なお、報告の様式方法等については別途定め

る。

（事業協力）

第 11 条 乙は、基本協定第 44 条に係る事業協力のうち、次に掲げる事業につ

いては、甲と協議の上、当該事業の実施場所において業務担当者等を従事させ

なければならない。

(1) ボローニャブックフェア inいたばし

(2) 小学生向け絵本づくりワークショップ事業

(3) 読書感想文コンクール及び図書館を使った調べる学習コンクール表彰式   

(4) その他甲が必要と認める事業

（新型コロナウイルス感染症などの対応について）

第 12条 乙は、新型コロナウイルス感染症などの対応について、甲と連携を図

りながら感染予防や感染拡大防止に取組むこと。また従業員への対応など連絡

体制を構築すること。

（行政財産目的外使用許可に関する特記事項）

第 13条 第 2条に規定する期間における利用者用複写サービスについては、乙

が甲から使用許可を受け、「東京都板橋区行政財産使用許可書」に従い、維持
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管理を行うものとする。

２ 利用者用複写サービスに係る収入及び支出は、管理業務における収入およ

び支出には含めないものとする。

３ 乙は、基本協定第 47条第 1項に規定する、使用許可の毎月の電気使用量等

を、翌月の 10日までに甲に報告しなければならない。

（清水図書館に関する特記事項）

第 14条 乙は、清水図書館の管理業務に関しては、建物の管理者である板橋区

立清水地域センターと円滑な関係を維持し行うものとする。

（蓮根図書館に関する特記事項）

第 15条 乙は、蓮根図書館の管理業務に関しては、土地及び建物の所有者であ

る東京都と円滑な関係を維持し行うものとする。

２ 前項について、「東京都行政財産使用許可書」に関する東京都との連絡調整

等の事務は、甲が行うものとする。

３ 乙は、蓮根図書館の電気料及び自家用電気工作物にあっては、併設の蓮根第

二児童館、蓮根いこいの家、蓮根集会所、防災倉庫についても併せて支払及び

管理を行うものとする。

４ 乙は、板橋区立舟渡ホールに、甲が設置した「図書返却ポスト」の管理及び

返却処理等の管理業務を行う。ただし、返却資料の集荷及び搬入は甲が行うも

のとする。

（西台図書館に関する特記事項）

第 16条 乙は、板橋区立徳丸地域センターに、甲が設置した「図書返却ポスト」

の管理及び返却処理等の管理業務を行う。ただし、返却資料の集荷及び搬入は

甲が行うものとする。

２ 乙は、西台図書館の管理業務に関しては、図書館上部（屋上部分）について

も管理を行うものとする。

（志村図書館に関する特記事項）

第 17条 乙は、志村図書館の管理業務に関しては、併設する志村コミュニティ

ホールの次に掲げる業務を、別途提示する「管理区分表」に基づき行うものと

する。

   (1) 電気、ガス、水道料の支払

   (2) 清掃業務

   (3) 建物管理及び各種設備保守管理

   (4) 廃棄物の管理及び処分

   (5) 小規模工事及び修繕
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  (6) その他甲が必要と認める業務

２ 乙は、特定建築物に係る「建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（昭和 45年法律第 20号）」に基づく保健所の指導に従い、建築物における衛

生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に努めなければな

らない。

（協議事項）

第 18条 本協定に規定するもののほか、乙の業務内容及び処理について疑義が

生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める

ものとする。

本協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を

保有する。

令和 4年 4月 1日

               甲  東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号

                  東京都板橋区教育委員会

               乙  東京都中野区弥生町二丁目 8番 15号

                  株式会社ヴィアックス

                  代表取締役 小 川 巧 次

14



令和 4年度東京都板橋区立図書館（氷川・東板橋・小茂根図書館）の

管理運営に関する年度協定書（案）

東京都板橋区教育委員会（以下「甲」という。）とナカバヤシ株式会社東京本

社（以下「乙」という。）は、東京都板橋区立氷川図書館、東板橋図書館及び小

茂根図書館の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について締結

した、東京都板橋区立図書館の管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定」

という。）第 4条第 1項に基づき、当該事業年度における協定書（以下「年度協

定」という。）を締結する。

（目的）

第 1 条 本協定は、令和 4 年度の管理業務に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。

（年度協定の期間）

第 2 条 本協定の期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとす

る。

（管理業務）

第 3 条 乙は、基本協定第 5 条各号に掲げる管理業務を、板橋区立図書館関係

法令、要綱、要領及び「板橋区立図書館窓口マニュアル」並びに「令和 4年度

東京都板橋区立図書館管理運営業務仕様書」（別紙 1）等に従い行うものとす

る。

（事業計画書等）

第 4条 乙は、基本協定第 20 条第 2項各号に掲げる事項を明記した事業計画書

を提出し、甲の承認を得なければならない。

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認め

るときは、乙に対してその変更を指示することができる。

３ 乙は、第 1 項の規定により提出した事業計画書の内容について、甲の承認

を得て変更ができるものとする。

４ 乙は、管理業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにする

ため、決算が確定した時点で速やかに決算報告書を甲に提出しなければなら

ない。
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（管理業務経費）

第 5条 基本協定第 10条に規定する管理業務に要する経費（以下「管理業務経

費」という。）は、金 236,771,098 円 (うち消費税相当分 金 21,524,645 円) 

とし、内訳は次のとおりとする。

(1) 管理運営経費（小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費

247,500 円を含む）

金 223,636,070 円

(2) 特色ある図書館づくりの資料購入費

金 1,086,171 円

(3) 逐次刊行物・視聴覚資料・紙芝居等の資料購入費

金 7,855,959 円

(4) 地域連携経費

金 282,857 円

(5) 修繕・工事費

金 3,569,254 円

(6) 備品購入費

金 340,787 円

２ 基本協定第 10 条第 4 項に定める利益等の率については、管理運営経費の

0000％と定める。なお、利益等は管理運営経費に含むものとする。

３ 基本協定第 11条第 2項に定める還元方法については、現金による還付を原

則とする。

４ 前項の規定に関わらず、乙は、甲が必要と認める場合には、利用者の安全性

及び快適性、施設利用率の向上等を踏まえ、次の各号に掲げる中から１つある

いは複数の方法を選択し、甲乙協議のうえ決定し、当該方法を実施することに

よって、前項の規定による現金による還付をしないことができる。ただし、当

該方法を実施した場合であっても、なお基本協定第 11条に規定する還付すべ

き利益等が存する場合は、乙は甲に当該利益等を還付しなければならない。

(1) 施設の安全性につながる修繕及び工事

(2) 施設利用者の要望を踏まえた備品の更新

(3) 施設の設置目的の範囲内で区民サービスの向上に資する無料事業の実

施

５ 前項の規定により同項第 1 号に掲げる還元方法を選択した場合の還元額の

総額及び１件当たりの額の上限並びに同項第 2 号に掲げる還元方法を選択し

た場合の還元額の総額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第 1号の還元方法を選択した場合

ア 還元額の総額の上限 第 1項第 5号に定める額

イ 還元額の１件当たりの額の上限 第 9条第 1項に定める 1件当たり

の額
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(2) 前項第 2 号の還元方法を選択した場合の還元額の総額の上限 第 1 項

第 6号に定める額

６ 還元の時期については、乙の株主総会の決算確定後、6 月 30 日までに還元

方法及び内容を確定し、甲の承認を得るとともに、年度事業報告書を提出する

年度内に還元を完了しなければならない。なお、還元方法の確定から半年経過

時に、その時点での還元の執行状況の報告書を提出するものとする。

７ 甲は、乙に対し第 1 項で定めた管理業務経費 236,771,098 円のうち、小学

生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経費 247,500 円を除いた

236,523,598 円を 12 月で除し、月額 19,710,299 円 を、当該月の翌月以降に

支払うものとし、年度の最終月の翌月以降に端数調整をした 19,710,309 円を

支払うものとする。また、小学生向け絵本づくりワークショップ事業に係る経

費については、事業完了月の翌月以降に支払うものとする。

８ 乙は、前項で定めた金額を当該月の翌月の 15日までに書面により甲に請求

するものとし、甲は乙から提出された請求書及び基本協定第 21条第 2項の報

告書の内容を確認した後、請求書受付日から 30日以内に乙の指定する銀行口

座に振り込むものとする。

９ 乙は、第 1 項で定める管理業務経費のうち、同項第 2 号から第 5 号までの

経費について、年度終了後に清算を行い、余剰金が発生した場合は甲乙確認後、

次年度の 5月 31日までに甲に返還するものとする。

10 基本協定第 9 条で定める実費使用料及び対価の徴収、古紙回収に伴う収入

がある場合は乙の収入として収受させるものとする。

（管理業務経費の変更）

第 6 条 本年度協定締結後に、管理業務経費または第 5 条第１項各号に定める

各費目を変更すべき特別な事情が生じた場合には、金額、請求方法、支払方法、

支払時期について甲乙協議の上、本協定を改定することができる。

（資料購入費）

第 7 条 乙は、甲が支払う第 5 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる資料購入費

で購入する図書館資料については、適正な購入方法により購入しなければな

らない。

２ 前項の資料購入費のうち、甲の承認を得た場合は、資料購入費相互で流用す

ることができる。

（地域連携経費）

第 8 条 乙は、区内の小、中学校その他の施設及び団体への読書活動支援のた

め、甲が支払う第 5 条第 1 項第 4 号に掲げる地域連携経費で、図書館資料等

の団体貸出し及び読書活動推進事業等を行うことができる。
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（修繕・工事費及び備品購入費）

第 9条 乙は、施設維持管理のために 1件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）

以下の修繕工事及び施設設備のオーバーホール等を、甲が支払う第 5 条第 1

項第 5号に掲げる修繕・工事費で行うことができる。ただし、工事費用及び施

工方法等については、甲乙協議の上、円滑な施設維持管理を行うものとする。

２ 1 件 1,300,000 円（消費税相当分を含む。）を超える修繕工事は、甲乙協議

の上、甲が経費を負担し実施するものとする。

３ 乙は、前項に該当する状況が発生した場合には速やかに甲に報告し、甲は現

状調査及び修繕計画等対応するものとする。

４ 乙は、第 1 項及び第 2 項の修繕工事において、その現場に立ち会わなけれ

ばならない。なお、第 2項に規定する修繕工事を行う場合においては、甲は事

前に乙と協議を行い、乙の管理業務に支障のない時期と方法等を可能な限り

選択するものとする。

５ 乙は、基本協定第 25条に定める備品の購入を、甲が支払う第 5条第 1項第

6号に掲げる備品購入費で行うことができる。乙は備品購入後、速やかに甲へ

報告しなければならない。なお、購入した備品の所有権は甲に帰属する。

（統計及び事業報告）

第 10 条 乙は、基本協定第 21 条第 2 項に定める月次事業報告のほか、統計に

ついて報告しなければならない。なお、報告の様式方法等については別途定め

る。

（事業協力）

第 11 条 乙は、基本協定第 44 条に係る事業協力のうち、次に掲げる事業につ

いては、甲と協議の上、当該事業の実施場所において業務担当者等を従事させ

なければならない。

(1) ボローニャブックフェア inいたばし

(2) 小学生向け絵本づくりワークショップ事業

(3) 読書感想文コンクール及び図書館を使った調べる学習コンクール表彰式

(4) その他甲が必要と認める事業

（新型コロナウイルス感染症などの対応について）

第 12条 乙は、新型コロナウイルス感染症などの対応について、甲と連携を図

りながら感染予防や感染拡大防止に取組むこと。また従業員への対応など連

絡体制を構築すること。
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（行政財産目的外使用許可に関する特記事項）

第 13条 第 2条に規定する期間における利用者用複写サービスについては、乙

が甲から使用許可を受け、「東京都板橋区行政財産使用許可書」に従い、維持

管理を行うものとする。

２ 利用者用複写サービスに係る収入及び支出は、管理業務における収入およ

び支出には含めないものとする。

３ 乙は、基本協定第 47条第 1項に規定する、使用許可の毎月の電気使用量等

を、翌月の 10日までに甲に報告しなければならない。

（東板橋図書館に関する特記事項）

第 14条 乙は、東板橋図書館の管理業務に関しては、甲が別途提示する「東板

橋図書館の土地・建物所有関係の概要」により、土地所有者である独立行政法

人都市再生機構と円滑な関係を維持し行うものとする。

２ 前項について、独立行政法人都市再生機構との管理上の取決め等に関する

連絡調整及び事務は、甲が行うものとする。

３ 第 2 条に規定する年度協定期間内に行う施設維持改修工事期間のうち、東

板橋図書館を休館する期間に行う管理業務等については、別紙 2 のとおりと

する。

（小茂根図書館に関する特記事項）

第 15条 乙は、小茂根図書館の管理業務に関しては、甲が別途提示する「東京

都行政財産使用許可書」により、土地及び建物の所有者である東京都と円滑な

関係を維持し行うものとする。

２ 前項について、「東京都行政財産使用許可書」に関する東京都との連絡調整

及び事務は、甲が行うものとする。

３ 乙は、小茂根図書館の光熱水費については、併設の集会所分についても併せ

て支払うものとする。

（協議事項）

第 16条 本協定に規定するもののほか、乙の業務内容及び処理について疑義が

生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める

ものとする。
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本協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を

保有する。

令和 4年 4月 1日

               甲  東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号

                  東京都板橋区教育委員会

               乙  東京都板橋区東坂下二丁目 5番 1号

                  ナカバヤシ株式会社東京本社

                      本社長 淡路 克浩
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令和 4年度板橋区立図書館（清水・蓮根・西台・志村図書館）事業計画概要

中央図書館

指定管理者   株式会社ヴィアックス

指定管理期間  平成 30 年 4月 1日から令和 5年 3月 31 日まで（５年間）

管理施設名   清水図書館、蓮根図書館、西台図書館、志村図書館

１．令和 4年度の重点目標《P8》

①絵本のまち板橋を実感できる地域連携、学校連携事業の充実

・あいキッズの出張おはなし会での「絵本のまち板橋」を感じられる絵本の読

み聞かせ、紹介

・職場体験中の生徒による「おはなし会」の実施

・「絵本づくりワークショップ」作品の展示の実施

・「絵本の福袋」の実施

②区制施行 90 周年に合わせた取組を郷土愛の視点から展開

・図書館の郷土資料と公文書館の資料を組み合わせた魅力発信型の展示

・板橋観光協会やいたばし観光センター等との連携や各種情報提供

・消防署、警察署等と連携した防災等の歴史に関する展示の実施

③在宅読書推進に関する取組の充実

・書誌情報へ簡単にアクセスできる二次元コードを活用した資料紹介

・図書館サービスの情報を視覚から得ることができるようなＳＮＳでの情報発

信

・長編小説やシリーズ小説を紹介する展示、リスト等の配布

・「家庭読書の日」に関する情報発信の強化

④図書館内のサイン、掲示物などデザイン刷新及びサイネージの活用等によ

る充実

・サイネージと紙の情報の併用による情報提供の充実化

・ピクトグラム等を活用したデザインの簡素化やラミネートの活用

２．利用者サービス《P10》

１）サービス向上の心がけ(評価と改善)
図書館アンケート、利用者懇談会

２）障がい者・高齢者サービスについて

対面朗読（随時）、郵送・宅配サービス、カウンターに筆談ボードを設置

３）不便地域対策

図書館だより等の配布や団体貸出等のサービスの案内
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３．図書館事業《P11》

①おはなし会

②映画会

③障がい者サービス

④学校連携

⑤地域連携

４．特色ある図書館づくり《P14》

清水図書館 蓮根図書館 西台図書館 志村図書館

特色ある図書

館づくりに関

する資料選定

方針

・地域活動に関する

資料

・渥美清氏に関する

資料

・昭和時代に関する

資料

・高齢者福祉、産業

に関する資料

・地下鉄や交通に関

する資料

・家庭生活、食生活

に関する資料及び

食育に関する資料

・青少年や障がい者

の就労や職業選択

に関する資料

・印刷製本及び光学

等区の産業、街道等

に関する資料

・青少年向け資料の

うち、特にスポーツ

に関する資料

５．自主企画事業《P15》

①視聴覚室等の活用（企画事業、サークルの発表の場、地域団体との協働事業）

図書館名

4 年度計画事

業数

主な事業 事業の説明

清水図書館

15事業

秋のおたのしみ会
地域のサークル団体と連携したおはなし会

講座（一般向け）
体づくりや健康に関する講座

蓮根図書館

17事業

特別展示
公文書館から借用した資料の展示。映像資料等

も活用

折り紙講座 一般、児童を対象とした折り紙に関する講座

西台図書館

18事業
手芸講座 図書館ボランティアと連携した講座

片付け講座 整理収納アドバイザーによる講座

志村図書館

18事業

絵本作りワークショップ作

品展

絵本作りワークショップで作成した作品の展示

会

講座（児童向け） 児童向けの手話講座

※「8．図書館事業」は除く
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②４図書館での取組

・各施設や団体と連携した事業の実施

・アルツハイマーや障がいに対する理解を深める事業の実施

・プログラミング講座の実施

・季節や時節に関連した事業の実施

６．いたばしボローニャ絵本館の資料活用《P38》

・各図書館において、視聴覚室等を利用した展示を実施

７．当該年度に達成すべき目標とサービス水準《P17》

基本理念 具体的な目標 評価指標

①図書館サービ

スの維持向上

利用者の増加 入館者数、 貸出利用者数 貸出点数

区民サービス

の質向上

映画会参加者

数

展 示 実 施 回

数・点数

不便地域対策

実施回数

障がい者や来館が困難な方への情報発信回数

②生涯を通じこ

ころの豊かさを

支える図書館

事業認知度、

参加者増

企画事業 実施回数・参加者数

情報提供数

区民サービス

の質向上

ボランティアとの協働 実施回数

学習成果の活用（発表の場の提供）回数

③課題解決型図

書館

利 用 者 の 増

加、満足度

レファレンス

（事実及び資

料調査）件数

レファレンス

事例登録件数

パスファインダ

ーの作成件数

区民サービス

の質向上

ＩCＴ機器の活用回数

④学校・家庭と

連携する図書館

学校連携 読み聞かせ・

ブックトーク

等 対象数・

実施回数

調べる学習コ

ンクール支援

回数

図書委員会等

連携学校数・実

施回数
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家庭連携 赤ちゃん向け

及び定例おは

なし会 参加

人数

親子読み聞か

せ講座

実施回数・参加

人数

「絵本のまち板

橋」の推進

絵本館資料の活

用・実施回数

⑤地域のコミュ

ニティ形成を支

援する図書館

地域連携 団体貸出 実施回数

協働事業 実施回数

区民サービス

の質向上

地域貢献 実施回数

８．「指定管理者評価シート」に記載されている評価項目に対する取組《P25》

・感染症対策を講じ、集客を伴う事業については、少人数の事業を中心に実施

・徳丸福祉園等の施設との連携、各学校との連携が順調で、定期的な連携事業

を行うことができた

・訪問が難しい施設については、団体貸出等、訪問を伴わない図書館サービス

の紹介を行い、継続して利用していただけるように努める。

・定例事業については利用者に安心して参加していただける方法を模索してい

く

９．施設設備の保守管理《P40》

・年間保守管理計画を策定して、定期的な施設の保守点検業務を実施

10．併設施設（志村コミュニティホール）の管理業務《P42》

・各設備の保守点検、非常時の連絡体制等、区と連携した運営を実施

11．管理業務運営体制《P1》

人員配置（令和 4年 4月 1日）予定

図書館 清水図書館 蓮根図書館 西台図書館 志村図書館

館 長 1名 1名 1名 1名

副館長 3名 4名 4名 5名

リーダー 1 名 1名 1名 2名

スタッフ 8 名 13 名 12名 15名

司書の割合 50.0％ 55.0％ 50.0％ 55.0％

※レファレンスカウンター1名及び児童サービス 1名を常時配置
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12．管理業務に要する経費内訳《P3》

【収入】

4年度委託料                291,487,107 円

その他収入（古紙回収料等）             14,000 円

【支出】

                              円

  施設管理費                 63,482,435 円

  企画事業費                  4,263,738 円

  事務諸経費                  2,414,511 円

                             円

  「特色ある図書館づくり」の資料購入費     1,448,229 円

  逐次刊行物・視聴覚資料・紙芝居等の資料購入費 10,474,066 円

  地域連携経費                  330,000 円

  修繕・工事費                 3,142,855 円

備品購入費                   335,294 円

13．研修計画《P4》

・e-ラーニングによる研修体制を強化

・個別図書館研修

・人権研修、個人情報保護研修

14．安全管理《P5》

・施設内の危険個所の共有など巡回業務の徹底

・「危機管理対策マニュアル」を各図書館に配備、危機管理に関する定期的な研

修

・従事者用の保存食・保存飲料の確保

・感染症対策の徹底

15．個人情報保護《P7》

・定期的な研修の実施

・日常業務の管理の徹底
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令和 4年度板橋区立図書館（氷川・東板橋・小茂根図書館）事業計画概要

指定管理者   ナカバヤシ株式会社 東京本社

指定管理期間  平成 30 年 4月 1日から令和 5 年 3月 31 日まで（５年間）

管理施設名   氷川図書館、東板橋図書館、小茂根図書館

１ 令和 4年度の重点目標《P10》

①絵本のまち板橋を実感できる地域連携、学校連携事業の充実

・絵本をテーマにした連携事業の実施

   各館     職場体験での絵本読み聞かせ体験

   氷川図書館  読み聞かせの日に合わせた「まるっとおはなし会ＤＡＹ」

          仲宿おとしより相談センターでのブックトーク

   東板橋図書館 絵本作家による講演、講座の開催

   小茂根図書館 城北中央公園での出張おはなし会

障がい者施設への出張おはなし会

②区制施行 90 周年に合わせた取組を郷土愛の視点から展開

・板橋区の郷土、歴史、文化、人物を振り返るパネルや資料の展示

   各館 公文書館パネル展示

      特色ある図書資料展示

・区への理解促進につながる講座や参加型イベントの実施

   各館     板橋区検定

氷川図書館  クイズラリー

   東板橋図書館 金沢参勤交代イベント

          植村記念加賀スポーツセンター等近隣施設と連携した区の歴

史を探るワークショップ

    小茂根図書館 歴史を知ろう講座

③在宅読書推進に関する取組の充実

・貸出促進事業の実施

   各館     家庭読書の日テーマ展示、大人の本の福袋

          音楽配信サービスの利用促進

   小茂根図書館 直木賞、芥川賞、本屋大賞など受賞作品の特集展示

・ＨＰ、ＳＮＳでの情報発信の強化

   各館 ＨＰ：ＹＡ向け、子ども向けの情報発信の充実

      ＳＮＳ：読書に対する興味関心を維持するような話題を継続して提供

          おすすめ本、塗り絵、工作動画の投稿
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④図書館内のサイン、掲示物などデザイン刷新及びサイネージの活用等による充実

  ・視覚的に分かりやすい図書館内のサイン

    氷川図書館  天井から吊るす案内板の追加

    小茂根図書館 児童書架にＮＤＣに合わせたモビールの設置

           分かりやすい館内マップを配備

  ・掲示物を目立たせる工夫

    氷川図書館  図書館外のガラスの掲示版にライトを設置

    東板橋図書館 トーテムポールを使用した目を引く掲示

    小茂根図書館 ポスターをまとめた写真撮影可能エリアを設置

２ 利用者サービス《P12》

・利用者に寄り添った公平平等なサービスの提供

・利用者と子ども・障がい者・高齢者等に配慮したサービス提供の確保

・図書館アンケート等ご意見への対応と図書館サービスの向上

・図書館事業・広報活動やＨＰ・ＳＮＳの活用等による利用促進

・図書館不便地域対策

・情報提供、団体貸出の提供、出張おはなし会等の実施

３ 図書館事業《P13》

①おはなし会

氷川図書館  定例おはなし会   毎週土曜日

赤ちゃんおはなし会 月２回

東板橋図書館 定例おはなし会   第１・第２・第３・第５水曜日、第４土曜日

赤ちゃんおはなし会 月２回

小茂根図書館 定例おはなし会   毎週水曜日

赤ちゃんおはなし会 月１回

②映画会

一般・児童向け 各館月一回実施

③障がい者サービス・高齢者サービス

【障がい者サービス】

対面朗読・資料郵送・宅配サービス

筆談ボード、リーディングトラッカー等の利用支援用品の設置・特別養護支援学校

等の図書館見学、職場体験の受入・社会福祉施設での出張読み聞かせ・バリアフリ

ー映画会等の実施、地域の福祉施設と連携した作品展示

【高齢者サービス】

眼鏡、拡大鏡の設置・大活字本の購入等・生涯学習のための講座の開催・「認知症

サポーター養成講座」の受講の促進
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④学校連携

子どもたちの読書率の向上のため、「朝読書」「読書感想文コンクール」に即した本

の紹介等を実施する。また、調べ学習や「図書館を使った調べる学習コンクール」を

支援するため、企画展示やＯＰＡＣの使い方、資料・情報の探し方・図書館の活用等

に関する講習会を実施する。

⑤地域連携

  団体貸出・連携事業の実施・地域施設に関する情報提供・ボランティアとの協働

４ 特色ある図書館づくり《P16》

図書館名 図書資料（内容）

氷川図書館 ・行政、地方自治に関する資料

・健康づくりに関する資料

・商店経営に関する資料

東板橋図書館 ・スポーツに関する資料

・加賀藩や友好交流都市である金沢市に関する資料

・近隣史跡に関係する産業及び近代化に関する資料

小茂根図書館 ・日本の歴史、遺跡に関する資料

・障がい者福祉に関する資料

・青少年向け資料

５ 自主企画事業《P17》

①視聴覚室等の活用

図書館名

（事業数）
主な事業 概要

氷川図書館

（25事業）

絵本翻訳講座

（一般向け）

「いたばし国際絵本翻訳大賞」に関連

し、絵本の翻訳講座を開催します。

健康医療に関する講座

（一般向け）

近隣病院等と連携して、健康医療に関

連する講座を開催します。

アニマシオン

（児童・親子向け）

「子ども読書推進企画」として参加型

おはなし会や、保護者向けの講演会を

開催します。

赤ちゃんアート

（児童・親子向け）

季節に沿ったテーマに合わせ、赤ちゃ

んの写真を撮るイベントを開催しま

す。

授乳室利用

（児童・親子向け）

赤ちゃんをお連れの方のために、授乳

室を提供します。
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東板橋図書館

（25事業）

大人の工作会

（一般向け）

ご朱印帳や和綴じノート等、紙に親し

む工作会を実施します。

板橋歴史散策

（一般向け）

区の歴史に興味関心を抱くよう、近隣

施設と連携して、区内散策を行います。

紙芝居の日

（一般向け）

日本固有の文化である紙芝居を、気軽

に楽しむ機会を作ります。

工学講座

（児童・親子向け）

特色ある資料の収集に関連した「工学」

に関する講座を開催いたします。

キッズ運動教室

（児童・親子向け）

「いたばしプロレスリング」と協働で、

健やかな体と柔軟な心を育むイベント

を開催します。

小茂根図書館

（26事業）

小茂根の樹プロジェクト

（一般向け）

おすすめ本、季節に合わせて抱負や思

い出を貼り出せる、利用者の触れ合い

コーナーを創出します。

環境に関する展示会

（一般向け）

板橋区立リサイクルプラザと連携した

事業を実施します。

絵本作家による講座

（児童・親子向け）

絵本作家を招き、関わった作品の解説

講座を行います。

図書館活用講座

（児童・親子向け）

謎解き等、配布物による図書館の便利

な活用法を伝えます。

食育講座

（児童・親子向け）

親子向けにスパイスの調合講座を開催

します。

※「8．図書館事業」は除く

※ 企画事業やサークル活動、地域団体との協働事業など、視聴覚室等を活用して開催。

               

参考画像（昨年度の様子）

左 上 ：「ア ニ マシ オン 」（氷 川 ）

右上：「キッズ運動教室」（東板橋）

左下：絵本作家による講座

「エドワード・ゴーリーのうろんな

日曜日」（小茂根）
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②新たな取組

・区制施行 90周年に合わせた展示や講座の実施

・「絵本のまち板橋」をアピールする展示の強化

・地域連携の強化（赤塚植物園との新規連携、障害者施設利用者との新たな交流）

  ・パスファインダーのＷＥＢ公開、Twitter等ＳＮＳによる情報発信の強化

６ いたばしボローニャ絵本館の資料活用《P37》

  ・いたばしボローニャ絵本館の所蔵資料を活用したおはなし会や企画展示等の事業

実施

  ・「ミニ・ボローニャ・ブックフェア」の開催とＳＮＳでの周知によるいたばしボ

ローニャ絵本館のＰＲ強化

７ 小学生向け絵本づくりワークショップ事業の実施《P38》

・小学生向けの絵本づくりの講座を実施

・完成作品内の一部を「いたばし子ども絵本展」に出展

８ 当該年度に達成すべき目標とサービス水準《P25》

基本理念 具体的な目標 評価指標

① 図書館サービス

の維持向上

利用者の増加 入館者数 貸出利用者数 貸出点数

区民サービスの

質向上

映画会

（参加者数）

展示

（実施回数・点数）

不便地域対策

（実施回数）

※ 障がい者や来館が困難な方への情報発信回数

② 生涯を通じここ

ろの豊かさを支え

る図書館

事業認知度、参

加者増

企画事業

（実施回数・参加者数）

情報提供回数

区民サービスの

質向上

ボランティアとの協働

（実施回数）

学習成果の活用（活動場所の提供）

（回数）

③ 課題解決型図書

館

利用者の増加、

満足度

レファレンス

（事例件数）

レファレンス

（事例登録件数）

パスファインダー

（作成件数）

区民サービスの

質向上

ＩCＴ機器の活用

（回数）

④ 学校・家庭と連

携する図書館

学校連携 読み聞かせ、

ブックトーク

等

（回数）

調べる学習コンク

ール支援

（回数）

図書委員会等

（学校数・回数）
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家庭連携 おはなし会

（参加者数）

親子読み聞かせ講

座

（回数・参加者数）

「絵本のまち板橋」の

推進

（資料活用・回数）

⑤ 地域のコミュニ

ティ形成を支援す

る図書館

地域連携 団体貸出

（実施回数）

協働事業

（実施回数）

区民サービスの

質向上

地域貢献

（実施回数）

９ 「指定管理者評価シート」に記載されている評価項目に対する取組《P32》

10 施設設備の保守管理《P38》

11 管理業務運営体制《P3》

人員配置（令和 4年 4月 1日）予定

図書館 氷川 東板橋 小茂根

館長 1名 1名 1名

副館長 2名 2名 2名

業務責任者 2～3名 2～3名 2～3名

一般従事者 15名程度 15名程度 15 名程度

司書の割合 50％以上 50％以上 50％以上

※レファレンスカウンター1名を常時配置

※児童サービス担当者 1名を児童コーナーの時間内に常時配置

図書館サービスの向上には、図書館や地域のことを良く知り、そこに愛着を持った

スタッフの育成が重要であると考える。ＥＳ（従業員満足度）の向上のためにスタッ

フの育成に取り組む。
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12 管理業務に要する経費内訳《P6》

【収入】

令和 4年度委託料                 236,523,598 円

その他収入（古紙回収料等）              13,200 円

【支出】

                         141,753,908 円

施設管理費                   37,387,374 円

企画事業費                      4,602,468 円

事務諸経費                     1,232,916 円

                           425,104 円

「特色ある図書館づくり」の資料購入費        1,086,171 円

逐次刊行物・視聴覚資料・紙芝居等の資料購入費     7,855,959 円

地域連携経費                     282,857 円

修繕・工事費                    3,569,254 円

備品購入費                      340,787 円

13 研修計画《P7》

  ・コンプライアンス・個人情報保護研修

  ・接遇研修

  ・危機管理講習

  ・AED・救急救命研修

  ・企画立案研修

  ・レファレンス研修

  ・障がい者・高齢者サービス研修

  ・地域研修

  ・業務研修

  ・児童サービス研修

  ・統計分析研修

  

14 安全管理《P8》

安全管理は図書館サービスの一つという意識のもと、館内外環境の維持、安全の確

保に努める。

15 個人情報保護《P9》

・内部監査等の実施

・個人情報に関する研修の実施
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